別記様式第16号（第16第３号関係）


番　　　号　
年　月　日　


富山県大区画化等推進協議会長　殿


住所　　
団体名又は法人名　　
代表者　　
事業実施主体が個人の場合
住所　
			氏名


○○年度 大区画化等加速化支援事業交付決定前着手届


○○（交付決定前着手が必要な理由）のため、大区画化等加速化支援事業実施要領（令和７年12月16日付け７農振第2145号農林水産省農村振興局長通知）第16第３項の規定に基づき、実施計画について、下記条件を了承の上、交付金の交付決定前に着手したいので提出する。


記

１　交付金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること
[bookmark: _GoBack]２　交付金交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと
３　当該事業については、着手から交付金交付決定を受けるまでの期間内においては、事業の変更は行わないこと
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別記様式第 1 6 号（第 1 6 第３号 関係）       番     号     年   月   日         富山県大区画化等推進協議会長   殿       住 所      団体名又は法人名      代表 者      事業実施主体が個人の場合   住 所           氏 名       ○○年度   大区画化等加速化支援事業 交付決定前着手届       ○○（交付決定前着手が必要な理由）のため、大区画化等加速化支援事業実施要領（令和７ 年 12 月 16 日付け７農振第 2145 号農林水産省農村振興局長通知）第 16 第３項の規定に基づき、実 施計画について、下記条件を了承の上、交付金の交付決定前に着手したいので提出する。       記     １   交付金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失 を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること   ２   交付金交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合にお いても、異議がないこ と   ３   当該事業については、着手から交付金交付決定を受けるまでの期間内においては、事業の 変更は行わないこと  

